
　住民監査請求書が提出されると、次のような流れで監査委員の監査等が行われます。

請求書の提出・受付（※ 補正を求める場合があります。）

請求の要件審査（※ 補正を求める場合があります。）

要件を備えている場合 要件を欠いている場合

受理(監査実施の決定) 却下(監査不実施の決定)

　請求人へ通知 　請求人へ通知

監
査
の
実
施

暫定的停止勧告（要件を備えている場合）

※60日

・請求人の陳述等 請求人へ通知 不
服
が
あ
る
場
合

・関係書類等の調査 公　　　　表

・事情聴取等

監査結果の決定（請求に理由があるか否か）

理由がある場合 理由がない場合

不服がある場合

請求人へ通知 請求人へ通知 （ 住 民 訴 訟 ）

市長等へ勧告 公　　　　表

公　　　　表

不服がある場合

市長等から措置結果報告 請求人へ通知

公　　　　表

 ※１ 請求書の要件に不備がある場合は、期間を定めて補正を求める場合があります。

 ※２ 請求書の受付から監査結果の通知までの期間は60日以内です。60日は請求書の受付日

　　の翌日から起算します。

 ※３ 請求人への通知文は、郵送する場合は書留郵便等とし、直接請求人に手渡す

　　場合は、受取書を徴することとしています。


	PDF用

